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議
会
だ
よ
り

◉
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

の
機
能
と
特
徴

⑴「
通
い
」　

在
宅
で
の
暮
ら
し
を

　

支
え
る
基
本
と
な
る
機
能
で
、
介

　

護
者
が
利
用
者
一
人
一
人
の
個
性

　

を
見
極
め
そ
の
人
に
合
っ
た
支
援

　

を
提
供
し
ま
す
。

⑵「
宿
泊
」　

日
ご
ろ「
通
い
」の
サ
ー

　

ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
の
と
同
じ

　

な
じ
み
の
場
所
に
泊
ま
る
こ
と
が

　

で
き
、
同
一
ス
タ
ッ
フ
の
対
応
が

　

可
能
で
す
。「
通
い
」の
延
長
に
あ

　

る
機
能
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑶「
訪
問
」　

こ
れ
ま
で
の
訪
問
介

　

護
と
は
違
い
、「
通
い
」や「
宿
泊
」

　

と
同
じ
ス
タ
ッ
フ
が
訪
問
し
、
継

　

続
的
に
利
用
者
と
関
わ
り
ま
す
。

⑷「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」　

ケ
ア

　

プ
ラ
ン
の
作
成
は
も
ち
ろ
ん
、
事

　

業
所
の
機
能
を
柔
軟
に
組
み
合
わ

　

せ
、
医
療
機
関
と
も
連
携
を
取
り

　

な
が
ら
、
本
人
と
家
族
だ
け
で
な

は
、「
利
用
者
が
自
分
に
合
っ
た
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
自
由
に
選
べ
る
」と

い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
は
、
在
宅
介
護
施
設
を
拠
点
と
し

て
、
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
高
齢
者

が
住
み
慣
れ
た
家
や
地
域
で
の
生
活

を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、「
通
い
」を

中
心
に
、
利
用
者
の
状
態
や
希
望
に

応
じ
て「
訪
問
」や「
泊
ま
り
」な
ど

を
組
み
合
わ
せ
、
24
時
間
・
３
６
５

日
切
れ
目
な
く
暮
ら
し
を
支
え
る

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
介
護
認
定
度
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
重
度
化
し
て
も
、
住
み

慣
れ
た
場
所
で
、
本
人
の
役
割
や
地

域
と
の
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
人
生

を
全
う
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

す
。

で
き
る
制
度
と
な
る
よ
う
に
、
立
場

を
超
え
て
声
を
上
げ
、
協
力
し
て
運

動
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
42
号

内
子
町
議
会
議
員
研
修
会

　

１
月
24
日
、
内
子
町
議
会
議
員
16
人
が
出
席
し
、「
介
護
保
険
事
業
計
画
」（
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
含
む
）
に
つ
い
て
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
　
森
並
隆た

か

幸ゆ
き

　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

は
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

一
つ
で
、
利
用
者
に
対
し
て「
通
い
」

「
訪
問
」「
泊
ま
り
」
の
サ
ー
ビ
ス
を

一
体
的
に
提
供
す
る
介
護
効
果
の
高

い
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

現
在
、
内
子
町
に
は
同
事
業
が
な

い
た
め
町
民
の
皆
さ
ん
は
こ
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
今
、
市
町
管
轄
の
地
域

密
着
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
県
内
各
地

で
事
業
の
検
討
・
実
施
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
意
義
・
目
的
の
中
に

護
保
険
制
度
は
、
３
年
ご
と
に
事
業

計
画
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
現
在
は

第
４
期
事
業
計
画
が
進
行
中
で
す
。

23
年
度
は
こ
の
第
４
期
事
業
計
画
の

最
終
年
度
で
あ
り
、
24
年
度
か
ら
始

ま
る
第
５
期
計
画
へ
向
け
て
の
見
直

し
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
介
護

保
険
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る「
10
年

経
過
時
の
制
度
の
見
直
し
」も
行
わ

れ
ま
す
。

　

第
４
期
事
業
計
画
は
21
～
23
年
度

の
３
年
間
の
計
画
で
す
。
今
期
は
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
全
体
数
は
増

え
な
い
も
の
の
、
75
歳
以
上
の
後
期

高
齢
者
の
割
合
が
増
え
る
こ
と
か
ら

介
護
度
が
上
が
り
、
必
然
的
に
給
付

費
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
満
床
と
な
り

多
く
の
待
機
者
が
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
大
瀬
地
区
と
小
田
地
区
に
合
わ

せ
て
３
ユ
ニ
ッ
ト
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
を
整
備
し
た
こ
と
が
、
介
護
保
険

料
の
大
幅
な
値
上
げ
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や

高
齢
者
人
口
の
増
加
が
そ
の
ま
ま
保

険
料
の
引
き
上
げ
に
つ
な
が
る
制
度

の
在
り
方
は
、
社
会
保
障
制
度
と
は

相
い
れ
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保

　

く
地
域
や
友
人
・
知
人
な
ど
と
の

　

関
係
を
大
切
に
し
た
利
用
計
画
を

　

提
案
し
ま
す
。

　

同
事
業
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

ビ
ス
で
あ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
、

利
用
は
事
業
所
と
同
じ
町
内
に
住

む
人
を
対
象
と
し
ま
す
。
ま
た
、
事

前
に
登
録
が
必
要
で
す
。
１
事
業
所

の
登
録
定
員
25
人
で
、
１
日
当
た
り

の「
通
い
」の
利
用
者
は
15
人
以
下
、

「
泊
ま
り
」
は
５
～
９
人
が
上
限
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
今
の
介
護
を
取
り
巻
く
状
況
や

介
護
施
設
の
実
態
な
ど
を
踏
ま
え
た

上
で
、
福
祉
政
策
の
向
上
や
介
護
事

業
の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
内
子
町

と
し
て
も
、
23
年
度
に
見
直
し
が
行

わ
れ
る「
内
子
町
高
齢
者
保
健
福
祉

計
画
」「
第
５
期
介
護
保
険
事
業
計

画
」の
中
で
検
討
を
進
め
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

 

文
教
厚
生
常
任
委
員
　
宮
岡
德と
く

男お

　　

平
成
12
年
４
月
に「
介
護
の
社
会

化
」を
う
た
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
介

介
護
保
険
事
業
計
画
の

見
直
し
に
当
た
っ
て

介
護
保
険「
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
」と
は

健
施
設
、
療
養
型
病
床
群
な
ど
の
施

設
サ
ー
ビ
ス
は
、
利
用
者
が
多
く
、

重
度
の
要
介
護
者
に
配
慮
し
た
利
用

が
促
さ
れ
る
一
方
で
、
待
機
者
を
解

消
す
る
た
め
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税

や
後
期
高
齢
者
保
険
料
の
負
担
の
増

加
と
重
な
っ
て
、
介
護
保
険
料
や
利

用
料
の
負
担
が
低
所
得
者
に
と
っ

て
は
限
界
に
き
て
い
る
こ
と
も
、
現

実
的
な
問
題
と
し
て
表
面
化
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
21
年
度
内
子
町
介

護
保
険
事
業
特
別
会
計
の
決
算
で
保

険
料
の
滞
納
額
が
急
激
に
増
え
て
い

る
こ
と
や
、
経
済
的
な
理
由
で
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
限
度
額
ま
で
利
用
で
き

な
い
高
齢
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
か

ら
も
伺
え
ま
す
。

　

介
護
を
支
え
る
側
で
は
、
介
護
職

員
の
30
㌫
近
く
が
年
収
１
０
０
万
円

未
満
と
い
う
調
査
結
果
も
あ
り
、
介

護
現
場
の
人
材
難
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
職
員
の
犠
牲
の

上
に
介
護
保
険
制
度
が
成
り
立
っ
て

い
る
と
し
た
ら
、
人
間
を
大
切
に
す

る
と
い
う
発
想
は
生
ま
れ
て
こ
な
い

で
し
ょ
う
。

　

今
年
は
制
度
発
足
か
ら
10
年
目
の

見
直
し
の
年
で
す
。
高
齢
者
が
安
心

し
て
必
要
な
介
護
を
受
け
る
こ
と
の

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
第１号被保険者 6,381 6,323 6,265 6,210 6,232 6,254 6,276

65 ～ 69歳 1,281 1,242 1,203 1,167 1,257 1,347 1,437
70 ～ 74歳 1,387 1,346 1,305 1,265 1,229 1,193 1,157
75 ～ 79歳 1,421 1,374 1,327 1,281 1,246 1,211 1,176
80 ～ 84歳 1,173 1,190 1,207 1,224 1,186 1,148 1,110
85歳以上 1,119 1,171 1,223 1,273 1,314 1,355 1,396

第２号被保険者
40 ～ 64歳 6,284 6,208 6,132 6,057 5,901 5,745 5,589

合　計 12,665 12,531 12,397 12,267 12,133 11,999 11,865

■高齢者人口推計　
　［内子町高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画　抜粋］ （単位：人）

…「通い」を中心に、要介護者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」
を組み合わせてサービスを提供することで、介護度が変わっても在宅
での生活が継続できるように支援する。

■小規模多機能型居宅介護事業のねらい

小規模多機能型
居宅介護支援事業所

自宅

利用者

状態や希望に応じて「訪問」

状態や希望に
応じて併設の
事業所で「居住」

利用者は、どの
サービスを利用し

ても、なじみの職員
によるサービスが

受けられる

「通い」を中心とした利用 状態や希望に
応じて「泊まり」

訪　問

通　い 泊まり


